
 

 

 

 

１ 基本的事項 

○期間は、令和 6 年度から令和 10 年度までの 5 年間とします。 

○対象となる会計単位は、一般会計とします。 

○経済情勢及び制度改正等を考慮し、毎年、見直しを行います。 

（単年度ローリング） 

 

２ 中期財政収支見通しの必要性 ・・・ 抱える課題 

（１）市税収入の今後の動向 

・市税は、令和 4 年度決算において、平成 20 年度以来 14 年ぶりに 90 億円を超え、 

過去最高額の 92 億円となりました。 

・今後は、人口の自然減によるマイナスの影響を加味しつつ、景気回復やこれまでの

企業誘致、移住定住施策によるプラスの影響を踏まえ、微増での推移を見込みます。 

（２）減少する普通交付税 

・合併特例債の発行終了により、償還額に対する交付税算入額が減少することで、 

今後、実質的な普通交付税の逓減が見込まれます。 

（３）公共施設老朽化への対応 

・学校などの公共施設や公共インフラの老朽化に伴い、修繕や更新に今後、多額の 

費用がかかる見込みです。 

（４）社会情勢に応じた歳出需要への対応 

・ウクライナ情勢、原油価格・物価高騰等、社会や経済の先行きが不透明さを増す中、 

柔軟な対応が必要となります。 

（５）ポストコロナへの対応 

・コロナ禍後の価値観や生活様式等の変化に対応するとともに、コロナ過で膨らんだ 

歳出構造を平時に戻していく必要があります。 

 

３ 試算の前提・目的 

(1)今後の５年間の財政収支見込を、いくつかの前提条件を設定して試算し、将来

を見据えた持続可能で安定的な財政運営の指針とします。 

(2)試算した数値は、今後の経済情勢の変化や国の予算編成の動向により、大きく

変動します。 

(3)財政見通しを行う意味は、予測を当てることではなく、財政状況の未来図を描 

き、それに向けた準備を促すことにあります。 
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４ 課題克服のための対応方針 

持続可能で安定的な財政運営を継続していくため、本市が抱える財政課題に 

対して、次に掲げる対策を進めていきます。 

 

Ⅰ 行財政改革の推進 

○第４次南アルプス市行政改革大綱、同実施計画に基づき、財政健全化と行政改革

推進に取り組みます。 

≪歳入の確保≫ 

・市税・ふるさと納税寄附金等の自主財源の確保に向けた取り組みの推進 

・未利用財産の売却や貸付の促進 

・新たな財源の研究と確保に向けた積極的な取り組みの推進 

≪歳出の抑制≫ 

・職員のコスト意識の徹底 

・補助金・交付金等の見直し 

・行政手続き・事務の電子化の推進 

・民間活用・官民連携手法の調査研究 

Ⅱ 公共施設の適正配置の推進 

○公共施設等総合管理計画、公共施設再配置アクションプランに基づき、公共施設

等の適正配置を推進します。 

Ⅲ 行政評価と連動した効果的な事業実施 

○行政評価による事務事業の見直し・廃止を適切に行い、改革・改善に取り組みま

す。 

○真に必要な事業の選択・優先順位付けにより、効果的・効率的な行財政運営を推

進します。 

Ⅳ 補助金等の確保の徹底 

○新規事業については補助金等の財源の検討と確保を原則とします。 

○既存の事業についても、再度、補助金等の活用の可否を調査し、類似の補助事業

が活用できる場合は、事業の見直しを検討します。 

Ⅴ 地方債の適切な運用 

○合併特例債に替わる他の有利な財政措置がある地方債を研究・検討し、財源不足

に対応します。 

○地方債は、後年度の影響額を見極め、計画的に発行、活用していきます。 

Ⅵ 基金の活用 

○今後、財源不足に対しては、補助金と地方債の活用と併せ、基金の取り崩しによ

る対応が必要となります。 

○合併特例による財政優遇措置期間中に積立てた基金が、少しでも長く後年度の

財政運営に寄与できるよう計画的に活用していきます。 

Ⅶ 人口減少対策への取組み 

○まち・ひと・しごと創生人口ビジョンによる将来展望を踏まえ、総合計画の目標

である「7 万人台の人口規模の維持」のため、各種取り組みを推進します。 



 

５ 中期財政収支見通し 

（１）推計方法 

具体的な方策を確実に推進し、将来にわたって財政の健全性を確保していくため

の中期財政収支見通しは、次のように推計しています。 

※ 項目別の推計では、現在の事務事業を基に、法令等で改正が決定されているものはその制

度改正を見込み、その他は現在の制度がこのまま続くものとして各担当者が将来需要を予

測して推計しています。 

 

項  目 推 計 方 法 

歳 
 
 

 
 

 
 

入 

市 税 

○個人市民税 

・令和 5年度調定見込額に人口増減率（20～64 歳）と徴収率（令和 4 年度

現年分・99.57％）、経済成長率を加味して推計 

○法人市民税 

・令和 4 年度決算額に経済成長率を加味して推計 

○固定資産税 

・既存家屋は評価替えの年に 3.0％減、新築家屋は年 0.25～1.5％増で推計 

・土地は地価の動向を踏まえ推計 

・償却資産は経済成長率を加味して推計 

○軽自動車税 

・軽自動車登録台数の推移及び重課税対象車両の影響を踏まえ推計 

○たばこ税 

・令和 5 年度調定見込額に、過去の税額の推移を踏まえて推計 

地方譲与税 
○「令和 6 年度総務省所管予算概算要求の概要」を踏まえ令和 6 年度は推

計し、令和 7 年度以降はほぼ同額での推移を見込む。 

県税交付金 

○利子割、配当割、株式等譲渡所得割交付金、環境性能割交付金 

・令和 6 年度以降は令和 5 年度と同額を見込む。 

〇地方消費税交付金 

・令和 4 年度決算額などから、経済成長率を加味して推計 

〇法人事業税交付金 

・県の法人事業税決算額を参考に経済成長率を加味して推計  



 

項  目 推 計 方 法 

歳 
 
 

 
 

 
 

入 

地 方 特 例 

交 付 金 

○令和 6 年度は「令和 6 年度総務省所管予算概算要求の概要」により推計

し、令和 7 年度以降は令和 6 年度と同額を見込む 

地方交付

税 

○普通交付税 

・地方消費税交付金は引き上げ分の全額、市税や県税交付金等の増減を基

準財政収入額に算入し推計 

・発行した市債のうち、普通交付税に算入される元利償還金を見込む 

○特別交付税 

・令和 6 年度以降も令和 5 年度までと同規模程度で推移すると推計 

交通安全対

策特別交付

金 

○令和 6 年度は「令和 6 年度総務省所管予算概算要求の概要」により推計

し、令和 7 年度以降は令和 6 年度と同額を見込む 

分担金及

び 

負 担 金 

○放課後児童クラブ保護者負担金等については、近年の収入実績、対象年

齢人口の減少を見込み推計 

○学校給食費負担金については、令和 5 年度から完全無償化したため今後

収入は生じない  

使用料及

び 

手 数 料 

○市営住宅については、耐震基準を満たしていない住宅に居住している方

への住み替えを推奨しているため、入居戸数及び使用料の減少を推計 

○証明手数料等については、近年の収入実績を参考に推計 

国庫支出

金 
○普通建設事業費、物件費、扶助費、補助費等への充当見込額により推計 

県支出金 ○普通建設事業費、物件費、扶助費、補助費等への充当見込額により推計 

財産収入 ○財産貸付収入、売払収入等の見込額により推計 

寄 附 金 ○令和 5 年度以降は、令和 4 年度の水準が維持できるとして推計 

繰 入 金 
○事業の財源として、財政調整基金、減債基金、公共施設整備等事業基

金、ふるさと応援基金等の繰り入れを見込む  

繰 越 金 ○各年度の歳入歳出の収支見込額を、翌年度の繰越金とする 

諸 収 入 ○近年の収入実績を参考に推計 

市 債 

○事業の財源として、将来負担の公平性から市債の発行を見込む 

・臨時財政対策債は、各年度の発行可能見込額により推計 

・その他の市債は、普通建設事業等への充当見込額から推計 



 

項  目 推 計 方 法 

歳 
 
 

 
 

 
 

出 

人 件 費 

○職員の人件費は定年延長制度開始に伴う影響を踏まえ推計 

〇令和 5 年度の人事院勧告による影響を加味して推計 

○議員報酬は、現状で推計 

○国政、その他の選挙に係る職員手当及び報酬等は、同額にて推計し、各

選挙年度に計上 

扶 助 費 

○決算額の増減率及び対象年齢人口の増減から推計 

・子ども医療費など児童・生徒にかかる扶助費は、対象年齢人口の縮小に

より減少していくとして推計 

・障がい者及び生活保護にかかる扶助費は決算額の推移から増加傾向が 

 続くと推計 

公 債 費 
○令和 5 年度以降の新発債については、事業により 5 年から 30 年の償還

期間として推計 

物 件 費 

○過去の決算額を基に推計 

・システムの定期的な入替や標準化に要する費用等を反映 

○選挙に係る経費は、過去の実績により各選挙年度に計上 

○依然として高騰している光熱水費については、令和 4年度決算額など 

を踏まえて推計 

維持補修費 ○過去の決算額を基に推計 

繰 出 金 

○国民健康保険特別会計への繰出は、いわゆる団塊の世代の後期高齢者医

療への移行を見込み、ほぼ増減なしで推移すると推計 

○後期高齢者医療及び介護保険特別会計への繰出は、近年の医療費や給付

費の増加傾向に加え、対象年齢人口の増加予測から増加していくものと

推計 

積 立 金 ○歳入・歳出の推計をもとに算出 

補 助 費 等 

○過去の決算額（臨時交付金等の特殊事業は除く）の平均に、ふるさと納

税返礼費や下水道事業会計への繰出金などを見込んで推計 

○一部事務組合負担金については、中巨摩地区広域事務組合、山梨西部広

域環境組合等への負担金を見込み推計 

投資・出資金 
○配水池能力増強、管路等の耐震化による水道事業会計への出資金を 

令和 7年度まで計上 

貸 付 金 ○令和 5 年度以降、奨学金貸付など同額で推移するものと推計 

普 通 建 設 

事 業 費 

○現在把握する、各部局の普通建設事業により推計 

○南アルプス IC周辺整備事業に係る費用は、事業内容が確定次第、反映 

災害復旧費 ○令和 5 年度以降、令和 4 年度決算額と同規模で推計 



 

（２）中期財政収支見通し 

 

 

 

 

 

単位：百万円

項　　目

歳  入
R3年度
（決算）

R4年度
（決算）

R5年度
（決算見込） R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

市 税 8,832 9,218 9,243 9,208 9,237 9,280 9,233 9,308

地 方 譲 与 税 271 271 238 251 251 251 251 251

県 税 交 付 金 1,914 2,008 2,003 2,014 2,025 2,035 2,044 2,050

地 方 特 例 交 付 金 等 182 100 102 98 98 98 91 91

地 方 交 付 税 9,845 9,546 9,481 9,350 9,093 8,912 8,613 8,206

交通安 全対 策特 別交 付金 7 7 7 7 7 7 7 7

分 担 金 及 び 負 担 金 495 284 109 109 108 108 108 107

使 用 料 及 び 手 数 料 143 144 138 137 139 175 173 170

国 県 支 出 金 8,521 7,498 6,918 6,512 7,010 6,228 6,098 6,109

繰 入 金 264 635 1,516 1,852 2,032 1,932 2,132 2,032

繰 越 金 2,355 2,971 3,716 1,291 753 184 211 382

市 債 2,506 1,618 1,905 2,271 2,865 1,814 1,113 838

財産収入・寄付金 ・諸 収入 1,998 2,725 3,453 2,664 2,482 2,482 2,482 2,482

歳入合計　（Ａ） 37,333 37,025 38,829 35,764 36,100 33,506 32,556 32,033

歳  出
R3年度
（決算）

R4年度
（決算）

R5年度
（決算見込） R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

人 件 費 5,940 5,947 6,401 6,852 6,852 6,982 7,059 7,239

扶 助 費 7,419 6,933 6,604 6,439 6,529 6,620 6,711 6,801

公 債 費 4,228 3,594 3,477 3,287 3,189 3,029 2,604 2,231

物 件 費 ・ 維 持 補 修 費 5,668 5,583 5,896 5,539 5,756 5,207 5,211 5,258

繰 出 金 2,385 2,369 2,469 2,496 2,588 2,689 2,783 2,876

積 立 金 1,813 189 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138

補 助 費 等 4,647 5,723 5,607 4,768 5,096 4,213 4,354 4,280

普 通 建 設 事 業 費 2,106 2,900 5,760 4,361 4,672 3,412 2,309 1,836

災 害 復 旧 費 13 1 1 1 1 1 1 1

投 資 及 び出 資 金 ・ 貸 付 金 143 70 185 130 95 4 4 4

歳出合計　（Ｂ） 34,362 33,309 37,538 35,011 35,916 33,295 32,174 31,664

財 源過 不足 額 （ Ａ） -（ Ｂ） 2,971 3,716 1,291 753 184 211 382 369

基 金 残 高 （ 基 金 繰 入 後 ） 18,833 18,449 18,081 17,376 16,492 15,707 14,722 13,838

うち財調・減債・公共基金 13,206 13,331 12,701 12,101 11,401 10,801 10,001 9,301

う ち 、 そ の 他 特 定 目 的 基 金 5,627 5,118 5,380 5,275 5,091 4,906 4,721 4,537

市 債 現 在 高 27,583 25,679 24,172 23,226 22,978 21,849 20,456 19,170

経 常 収 支 比 率 83.4% 88.9% 89.3% 89.2% 89.7% 89.4% 88.8% 88.4%

自 主 財 源 比 率 37.7% 43.2% 46.8% 42.7% 40.9% 42.3% 44.0% 45.2%

決算額 推計値

◇見通し値について 

  社会情勢が目まぐるしく変化するため、数値を長期的に推計することは非常に困難です。

よって、本見通しは予測精度を追求するものではありません。 

なお、見通し値は毎年見直しを行います。 



 

（３）試算結果の概要 

 

【歳入】 

・市税は、人口の自然減による影響を、企業誘致や移住定住施策による収入増で補う

ことにより増加傾向で推移するものと見込み、令和６年度と令和１０年度との比較

で約１億円増額するものと試算しています。 

・普通交付税は、市税の増収や景気の回復傾向による法人事業税交付金等の増加、基

準財政需要額に算入される合併特例債償還額の減少等の要因から、交付額は年間約

１億３千万円から約４億円の幅で減少していくものと見込まれます。 

・寄附金は、昨今のふるさと納税寄附金の増加を受け、今後も令和４年度決算並みの

年間約２２億円の収入になると見込んでいます。 

 

【歳出】 

・人件費は、令和５年度人事院勧告に基づく職員給与費のベースアップや、会計年度

任用職員への勤勉手当の支給等により、令和６年度は４億５千万円程度の増額が見

込まれます。 

・扶助費は、令和５年度から令和６年度にかけては物価高騰対策に係る給付金支給事

業の減により減少しますが、以降は高齢者人口増加の傾向により年間約９千万円の

増加で見込んでいます。 

・公債費は、合併特例債の償還が順次完了していく影響や、市債発行額の減少により、

減少していくものと試算しています。 

・普通建設事業費については、教育施設の長寿命化等が集中する令和６年度に約４４

億円、令和７年度に約４７億円となる見込みです。 

 

【経常収支比率】 

・人件費や扶助費といった経常経費は増加していきますが、市税等の経常一般財源が

増加傾向であることを踏まえ、令和４年度決算並みで推移していく見込みです。 

 

【自主財源比率】 

・国県支出金や市債発行額、基金繰入金の増減により年度間で差異はありますが、 

概ね４０％台前半で推移していく見込みです。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南アルプス市中期財政収支見通し（第 13 期 ５年度更新版） 

令和６年度－令和１０年度 

 

 総合政策部 財政課 

 

     〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原 376 

     TEL 055-282-1111（代） FAX 055-282-1112 

     http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp 

http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/

